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自治体意見・要望 気象庁回答

　降雨量等について具体的な数値基準を示していただきたい。
　「数十年に一度の～」という基準に基づき、気象庁がどのような具体的数値や客観的な指標で特別警報を運用する
のか、7月31日に気象庁ホームページに公開しました。

　特別警報の発表区域は「市町村単位」とされているが、特定の市町村に大雨等が予想され、特別警報が発表され
る場合、「対象県内で警報が発表されている市町村全てが特別警報に切り替わる」こととされている。そのような取扱
いは、特別警報の意義を希薄化させるものであることから、市町村単位又は県内を数地域に細分化した単位で的確
に発表していただきたい。
※現在運用されている「大雨警報」の発表基準のように、市町村単位（または地域単位）での発表基準を明確化する
ことが必要であると考えられる。

　特別警報の対象となる現象は府県予報区程度の広がりをもっていると想定していることから、当面は、府県予報区
単位で特別警報を判断し当該府県予報区内の警報を特別警報とする運用を行いますが、今後、特別警報の実際の
発表状況や効果等について検証しつつ、必要に応じ見直しを行っていきます。

※気象庁ホームページの[よくある質問」のページに掲載している趣旨のご意見・ご要望についてはそちらに掲載


